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平成15年３月に全国競売評価ネットワークが設

立されて３年の年月が経過した。この間、担保・

執行法について二度にわたる大きな改正があった

（平成15年改正、平成16年改正）。ご承知のように、

最低売却価額が売却基準価額とされ、その８割

（買受可能価額）以上で入札が可能となったので

あるが、他方で、競売不動産の評価については、

旧民事執行規則29条の２が、取引事例比較法、収

益還元法、原価法等を適切に用い、競売による売

却を実施するための評価であることを考慮すべし

と定めていたところ、これが、基本的には、法に

格上げされた（民事執行法58条２項）。したがっ

て、売却基準価額の重要性は勿論、競売不動産の

「評価」の重要性にもいささかの変化はないと考

えられる。

さて、当職は、全国競売評価ネットワークが設

立されるわずか２か月前に名古屋地方裁判所民事

第２部（以下「当庁」という。）に着任し、それ

以後、「競売評価」に関わることになったわけで

あるが、競売だけでなく、債権執行、倒産、保

全・非訟を担当していることもあって、当初は不

動産競売の「評価」が一番馴染みにくく、議論に

ついて行くのが難しかったことを覚えている。そ

こで、前任者から引き継いだ資料や金融法務事情

等の文献をさかのぼって読み進めていくうち、従

来全国的にマチマチであった評価基準及び評価書

の書式を標準化することを目的として、当初は、

東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁の評価人候補者

（以下「評価人」という。）の間で協議が始まり、

「不動産競売手続きの更なる迅速、適正化の推進」
速く、たくさん、高く、売るために

野田　弘明

名古屋地方裁判所民事第２部
部総括判事

それが高等裁判所所在地８庁の評価人による評価

事務研究会に発展し、そのもとで数々の研究成果

が発表されているのを確認した次第である。その

後間もない同年３月、上記研究会を発展的に引き

継ぐ形で全国競売評価ネットワークが設立された

わけであるが、その設立目的は、「不動産競売手

続きにおける評価事務に関して、全国の評価事務

研究会相互の情報交換、共同研究及び協力を深め

ることにより、全国レベルでの評価事務の標準化

と改善、発展を図り、もって裁判所との連携によ

る不動産競売手続きの更なる迅速、適正化の推進

に寄与すること」とされている。そして、その実

現方法として、売却困難物件研究委員会、物件調

査等研究委員会、収益還元法研究委員会、農地・

山林評価研究委員会、データ収集・分析研究委員

会及び広報委員会が配置されて熱心な取り組みが

なされ、研究成果が公表されている。そして、こ

れらの研究成果は、全国各地の評価人やその研究

会に還元され、また、裁判所を含め会員以外の者

に対しては、本誌第１号、第２号に記載されてい

るほか、折にふれ報告文書や協議会（高等裁判所

管内や地方裁判所管内）を通じて伝達され、これ

らを通じて全国レベルでの評価事務の標準化と改

善、発展が図られており、改めて敬意を表したい。

そして、近時は、土壌汚染、アスベスト、耐震偽

装問題等の不動産に関する社会的問題が数多く発

生しているが、これらの問題についても検討が重

ねられていると聞いている。全国競売評価ネット

ワークが果たすべき役割は今後もますます重要な
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ものとなると思われる。

さて、ご参考に当地（名古屋地域）の実情と取

組みの一端を紹介したい。まず、当庁においては、

以前から「速く、たくさん、高く、売りたい。」

とのコンセプトで事務処理を工夫し、評価人との

協議が行われてきた。そうしたなかで、売却率は、

バブルの崩壊で落ち込んだものの、その後、ほぼ

順調に上昇し、平成16年度は85.6パーセント、平

成17年は93.8パーセント（速報値）であった。ま

た、買増率（最低売却価額、売却基準価額と現実

の落札価額との乖離率）は、近年上昇傾向にあり、

200％（２倍）を超えて落札されるものも珍しく

ない。売却率がこのように向上した理由は、法改

正等による執行妨害の減少、評価の改善、物件明

細書の標準化と BIT や民間業者のインターネッ

トによる公示方法の多様化、不動産市場の変化等

の事情によると考えられるが、同時に競争原理も

働き、買増率も向上したと思われる。なお、平成

16年度及び同17年度に配当で終局した事件のう

ち、物件が１回目の期間入札で売却された事件に

ついてみると、受理から売却実施命令（処分）ま

での期間は平均で４か月強、最短で２か月弱と

なっている。

次に、評価人との協議であるが、名古屋地裁管

内のものとしては、２、３か月に一度、全評価人

（ただし、支部は代表者のみ）による名古屋競売

不動産評価研究会が開催され、担当裁判官と主任

書記官もこれに参加し、競売評価上の課題等につ

いて協議し、評価事務の指針等を決めているが、

これによって、裁判所と評価人の認識の共通化が

図られている。さらに、適切な評価を行うための

方策として、評価と評価書のあり方に関する研究

を怠らないことが肝要であるとの観点から、同研

究会においては、評価人に対し、自分が行った評

価についてのアンケートを実施し、不売物件につ

いてはなぜ売れなかったのか、売るための方策と

しては何が考えられるかを自分で分析・検討して

もらって、それらを集計して不売物件の傾向をつ

かみ、今後の評価事務に役立てている。具体的に

は、物件の種別、権利の類型、適用した競売市場

修正率、売れ行きに影響する主な原因等の項目を

設定して調査することにより、調査内容と売却結

果を照合して売却率の向上を目指し、さらに、売

却困難物件については、その事例を集積するとと

もに、評価の工夫により売却できた事例の集積に

も努めることとしている。これらのアンケートは、

売れた物件のみならず、売れなかった物件をも対

象とすることで、評価のあり方を考える上で有用

なものであると考えている。

また、名古屋高裁管内のものとしては、年に１

回の協議会があり、今年度は、

① 買増率の上昇について（指標としての有効性、

評価の妥当性にどのように関わるか。）

② アスベストの調査と評価書への記載方法につい

て（主に危険性が高いのは吹付けアスベストで

あり、露出していれば目視による確認はできるが、

露出していない部分の調査をどこまですべきか。）

③ 土壌汚染の調査と評価書への記載方法につい

て（対策費用が不動産価格を上回るような場合、

評価額はどのように判断するのか。）

④ 民法389条（改正法）による一括競売におけ

る敷地と件外建物の評価について（建付減価を

すべきか否か。敷地利用権を考慮すべきか否

か。更地状態の土地を競売に付す場合とできる

だけ同等の満足を土地抵当権者に与えるべきか

どうか。）

⑤ 収益還元法の適用範囲と適用の方式区分並び

に割引率、利回りについて

⑥　売却困難物件の市場性修正率について

等の問題が協議された。紙面の都合で協議内容に

ついては割愛するが、毎年活発な協議がなされて

いる。

以上のとおりであり、これらの活動を通じ、全

国競売評価ネットワークの設立目的である「裁判

所との連携による不動産競売手続きの更なる迅

速、適正化の推進に寄与すること」（当庁の所謂

「速く、たくさん、高く、売りたい。」）は着実に

前進しているものと理解しているが、今後もます

ます努力されて不動産競売手続きに貢献されるこ

とを期待している。




